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全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会

◇貨物軽自動車運送事業を営む個人事業主で構成される協同組合を会員とする
連合会組織（会員43組合、組合員数7,215名、車両8,556台※令和4年1月1日）

・特定信書便資格を生かしたレセプトや電報、事業所間信書の配送を展開

・血液輸送業務をはじめ、自治体からのPCR検体やワクチン、自宅療養者への生活物資の配送
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◇1978年8月に国土交通省（当時運輸省）から認可を受けた、貨物軽自動車
運送事業を営む個人事業主が所属する組合を会員とする唯一の全国組織

◇主な業務は、企業間の緊急配送や定期配送、個人引越し、貸切便等

・企業間物流から食品や新聞等の定期配送、故障部品等の緊急配送など多岐にわたる

・組合員は、所属する協同組合の共同受注事業の他、自分の得意先から受注することも可能

・宅配で運べない３辺合計120cm以上の嵩物、重量物(最大積載量350kg)の配送
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赤帽組合員向け労災保険
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【詳細】

給付基礎日額14,000円、

10,000円、5,000円の３コースが

あり、休業補償(4日目から給付基

礎日額の80％)、後遺障害補償

(年金/一時金)、遺族年金、労災

就学援護費等の補償があります。

こうした内容を、給付事例等を用いて

各組合の組合員研修会等で直接

組合員に説明しています。

2022年1月時点の労災保険加者

は、1,669名。総組合員数7,215名

に対して加入率は23.1％。

保険料が高額なため、加入に躊躇

する組合員は少なくありません。
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その他

赤帽の組合員及び職員が加入できる赤帽共済会

では、共済会会員が傷病で入院した際の入院給付

金、傷害による死亡又は後遺障害に対する団体傷

害保険金、災害時に自治体から罹災証明が発行

された不動産に対する災害見舞金、死亡又は高度

障害が認定された際に給付される給付金、健康診
断受診費用の一部負担を行っています。

なお、共済会の健康診断受診費用2,000円に数千

円を上乗せして給付し、健康診断の受診率を上げ
ている組合があります。

また、赤帽首都圏組合では、NASVA（独立行政法

人自動車事故対策機構）での、新規加入者に対す

る運転適性テストをはじめ、高齢ドライバーに対す
る運転適性テスト受講費用の助成を行っています。
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赤帽組合員研修会
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１年に一度、全国の各組合で組合員研修会を開催

するにあたり、交通法規やその他の法令、顧客

サービス、マナー研修等の基本的な研修の他に、

交通事故撲滅のための研修会や、「安全運転と健
康」をテーマにした研修などを実施しています。
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大学教授や理学療法士などの専門家を招聘し、

普段の配送業務に関する内容に沿った座学を

行うとともに、効果が期待できるストレッチ運動

やリラックス方法を説明しながら実際に行うなど、
運送実務に役立つ研修を行っています。
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改善基準等の啓蒙
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改善基準の内容等につ

いて、全国理事長研修

会での研修をはじめ、

組織内機関紙「あかぼ

う新聞」の紙面に、行政

から提供された資料等

を掲載するなど、全国

の赤帽組合員に対する
啓蒙を進めています。



ヒアリングにてお伺いしたい事項 

（全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会） 

 
※ 以下の項目は当方の関心事項であり、ヒアリング当日はこれらのうち可能な範囲で資料等を

用いてご説明いただけると幸いです。 

 

１ 個人事業者の就労状況 

（１）貴連合会傘下の組合で個人事業者として働く会員は何名程度いるのか。 

2022年 1月 1日時点で 7,215名です。 

 

（２）個人事業者が荷主と直接契約するケースと、運送業者の下請として業務を行う

ケースはどの程度の割合か。 

各組合によってマチマチで詳細は不明ですが、全国平均で７:３程度、東京や

大阪、名古屋などの都市部では、9.5:0.5程度であると思います。 

 

（３）（２）の業務の個人事業者への依頼は、貴連合会傘下の組合が行っているのか。

また、個人事業者が組合を通さず、業務を受けることはあるか。 

こちらもケースバイケースですが、地方組合では約 70～80％程度が組合

経由、都市部では約 30％前後が組合経由であると思います。 

 

（４）個人事業者は単独で作業を行うことが多いか、仕事内容に応じ、複数人で作業

を行うことが多いか。 

多くのケースで単独で対応しており、複数人での仕事は 10％～20％程度

であると思います。 

 

（５）個人事業者である会員は、一般的に１日当たり何件の運送を行っているか。ま

た平均的な１日当たりの就業時間はどの程度か。 

こちらも組合や組合員、又は日によってバラバラですが、一般的には午前 1

件、午後 1件の貸切便又は定期便が多いと思います。なお、引越繁忙期にお

いては、1日に単身引越しを 3～4件受ける組合員がいます。 

 

２ 個人事業者等との連絡調整等 

（１）運送元（発荷主）、運送先（着荷主）が事業を営む者である場合、当該事業の実

施と関連し、又は影響を受けるような附帯作業があるか。 

荷物の運搬の前後の積み込みと積み降ろしは殆どのケースで発生し、その分

の料金を収受しています。なお、運搬物の引き取り及び納品は、顧客に指定さ

れた倉庫内の棚等の一般的な場所ですが、稀に、例えば屋根の瓦などを「屋根

の上まで持ってきて」と言われれば、断れずに対応することがあります。 

 

（２）（１）の附帯作業は運送契約上、どの程度明文化されているか。 

積み込みと積み降ろしはしっかり明文化されていることが多いと思われま

すが、イレギュラーな場所への納品等は、明文化されていないことが殆どだ

と思います。 

 

（３）（１）がある場合、発・着荷主と個人事業者との間でどのような連絡調整（事前



の情報共有なども含む。）が行われているのか。 

配送依頼時に口頭又は書面で付帯作業について具体的な指示を荷主から受

けることが多いと思いますが、現場に行ってから、新たな付帯作業を要望さ

れることも少なくありません。 

 

（４）個人事業者が、発・着荷主が所有する機械・設備（フォークリフト等）を用い

て作業することがあるか。ある場合、誰が機械・設備の安全な使用に関する管理

を行っているか。 

レアケースとして、フォークリフトを利用した積込み、積み降ろしを要望さ

れることはありますが、最近はかなり減ってきました。そうした場合の機器

や設備の管理は、殆どのケースで荷主が行っています。 

 

（５）事故や災害を防止する観点から、発・着荷主事業場における附帯作業について、

変更等を申し出ることは可能か。 

可能ですが、得意先などから頼まれると断れないこともあります。 

 

３ 個人事業者等の安全衛生管理 

【教育・研修】 

（１）貴連合会として、個人事業者に対して安全衛生に関する研修や教育を実施して

いるか。 

改善基準等の内容について、組合員研修会や機関紙「あかぼう新聞（毎月１

回発行）」紙上で取り上げて啓蒙を進めています。 

 

（２）個人事業主自身が安全衛生に関する研修や教育を受講することに対する支援、

あっせん等は行っているか。 

特に行っていませんが、研修会に参加した組合員にポロシャツを進呈するな

どのインセンティブをつけている組合があります。 

 

【危険・健康障害防止措置】 

（３）発・着荷主事業場に設置された機械・設備を使用した附帯作業を行うことに伴

う安全衛生管理は、誰がどのように行っているのか（発・着荷主事業場の指示を

受ける等）。 

発・着荷主事業場の指示者に委ねられていると思います。 

 

【健康確保措置】 

（４）個人事業者の就業時間（運転時間、附帯作業を行う時間、休息時間等）の把握

は誰がどのように行っているのか。貴連合会として、個人事業者が長時間就業と

ならないようにするためのルール等を設定しているか。 

事業を開始する際に運輸支局に届け出る「経営届出書」に記載する「運行管

理の責任者」欄には本人の名前を記載するので、基本的に就業時間は自分で

管理することになります。組合員は個人事業主なので、原則として、組合には

組合員の就業について意見する義務も権利もないものと考えています。但し、

長距離の配送から戻ってきた組合員に、帰着後８時間は配車をしないなどの

ルールを適用している組合があります。 



 

（５）貴連合会として、（４）で把握した就業時間に応じ、医師による面接指導や就業

上の配慮（業務依頼の抑制等）などを行い、又は配慮（業務抑制等）するよう個

人事業者に対してアドバイスしているか。 

医師による面接指導は行っていませんが、理事長が働きすぎの組合員を見つ

けた場合は、状況を確認しながら指導をすることがあります。 

 

（６）個人事業者に対するストレスチェックは行われているか。行われている場合、

誰がどのように行っているか。 

ストレスチェックは行っていませんが、コロナ前に内閣府が行っていた「ス

マートシティー構想」において、運転中の赤帽組合員に機器を装着し、脈拍な

どのバイタルを計測してドライバーのストレスを計る実験に協力したことが

あります。 

 

（７）個人事業者の健康診断受診状況について把握しているか。また、健康診断受診

について何らかの支援を行っているか。 

組合員数が 100 名を超える組合での把握は難しいと思いますが、100 名

以下の組合では、ある程度把握できていると思います。健康診断受診料とし

て赤帽共済会から年額 2,000円を給付しており、組合によっては、これに数

千円を組合で上乗せして給付しているところがあります。 

（８）貴連合会として、個人事業者の心身の健康確保に資する取組として実施・支援

しているものにはどのようなものがあるか（健康相談会の実施や相談窓口の設置

等）。 

健康診断の受診励行や、理事長による相談を進めています。また、熱中症対

策を「あかぼう新聞」に記載するなど、心身の健康に資する有益な情報発信も

行っています。 

 

【災害状況把握、災害補償】 

（９）個人事業者の怪我や疾病など業務上の災害や健康障害を把握しているか。 

労災保険の申請内容や共済会の入院給付金支給、団体傷害保険金の申請状況

等を把握することで、ある程度の状況把握はできています。また、災害の被災

状況を登録できるアプリを活用し、災害時に「異常なし」「家屋一部損壊」等

の情報をアップして、組合員同士で助け合っている組合があります。 

 

（10）個人事業者が被災する災害や健康障害について、傾向や特徴は見られるか。 

大型トラックが運送できない台風などの大型災害時に、大型トラックの代わ

りに無理をして走ることで、崖崩れなどの二次被害にあったり交通事故に巻

き込まれたりすることがあります。また、稀ですが、高齢の組合員が多いた

め、運転中の発病による事故等もありますし、30kg以上の重量物を 1人で

持ち上げるケース等で、腰痛を発症する組合員も少なからずいます。 

 

（11）貴連合会として、再発防止対策の検討や、留意事項について、会員に対して周

知しているか。 

安全運転研修や交通マナー研修等でドライバーの見本になるような運転を



心がけるように研修しています。また昨今、自動車会社の工場内に納品をす

るような場合に、ヘルメット、安全反射ベルト、安全靴の安全装備を義務付け

られることが多いため（こうした装備を用意できないと配送の仕事をいただ

けない）、こうしたことに関する情報発信を行っていますし、赤帽の制服に反

射材素材を採用して、夜間作業の安全性を高めるといった取り組みも進めて

います。 

 

（12）事故発生時にトラブル（損害賠償請求訴訟等）が生じることはあるか。 

荷物の汚破損等が発生して補償を求められることがありますが、殆どのケー

スにおいて貨物保険(最低 300万円/1事故、対人対物第三者賠償責任保険付

保)でカバーできています。 

（13）特別加入以外に個人事業者が被災した場合における補償メニューにはどのよ

うなものがあるか。 

各自が保険で対応していますが、激甚災害に指定された災害で理事会で承認

されたものについては、全国の赤帽組合及び組合員に寄付を募っています。

熊本地震の際は、1,000万円超の寄付金が集まりました。 

 

４ 課題等 

（１）個人事業者の安全衛生管理について、課題と感じていることはあるか。 

個人事業主が加入できる 1 人親方労災制度の保険料が高額なため、加入率

が上がりません。サラリーマンなどの被用者が自己負担なく労災保険に加入

できているのに比べ、個人事業主にとっての労災制度は極めて条件が悪いと

感じています。国庫からの保険料一部補填や、個人事業主が加入できる労災

保険を広くアピールして加入者を増やすことで保険料を下げるようにするな

ど、国策によるバックアップを期待したいと思います。 

 

（２）その他個人事業者に関連して課題と感じていることはあるか。 

物流業界ではいまだダンピングが横行し、十分な売り上げを確保できない状

況にあり、荷主による下請法違反行為があっても、仕事を確保するために泣

き寝入りするケースもあります。また、運送業の安全衛生管理において、ひ

とりで持ち運ぶ際の荷物の重量制限が曖昧であるため、これを明確化（一本

化）したうえで広く周知していただきたいと思います。 


